
タイ国 

公的医療保険情報制度構築支援 

終了時評価報告書 

平成18年4月 
（2006年） 

独立行政法人　国際協力機構 
人間開発部 

人間 

Ｊ　Ｒ 

06-22

No.



タイ国

公的医療保険情報制度構築支援

終了時評価報告書

平成18年4月
（2006年）

独立行政法人 国際協力機構
人間開発部



序　　　　　文

タイ政府は過去10年にわたり保健改革を実施しており、その一環として医療財源の確保・医

療保険制度の確立など保健医療セクターの改革を試みてきた。2002年には国民の3分の2にあた

る約4,000万人をカバーする医療保障制度である30バーツ制度を創設し、従来医療保険に加入対

象外だった国民も基礎的な医療サービスへのアクセスが可能となった。同制度は国民皆保険への

一歩として期待されている一方、制度導入に伴って必要となった巨大な医療保険制度の運営につ

いては、実務経験の不足などにより改善が必要となっている。

このためタイ政府は、国民医療保障局の医療保険制度の運営や関連システム開発等に関する能

力を向上させることを目的に、国民皆保険制度の運営について経験を有する日本に対し技術協力

を要請してきた。

これを受けて JICAは、2003年7月より、「公的医療保険情報制度構築支援」プロジェクトを実

施してきたが、同プロジェクトは、両国関係者の協力により、おおむね順調に進捗してきたとい

える。

今般、同プロジェクトの終了時評価を行うことを目的として、2006年3月に調査団を派遣し、

タイ国政府および関係機関との間で、プロジェクトの成果・目標達成度の確認と今後の方向性に

かかる協議を行った。本報告書は、同調査結果を取りまとめたものであり、今後の類似のプロジ

ェクトや、さらには国際協力活動の進展に広く活用されることを願うものである。

ここに、本調査にご協力をいただいた外務省、厚生労働省、在タイ日本国大使館など、内外関

係者の方々に深い謝意を表するとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第である。

平成18年4月

独立行政法人　国際協力機構

人間開発部　部長　末森　満





JICAが供与した機材（Rongkwang病院）プレー県病院での登録風景

ミニッツ署名 タイ側作成マニュアル



略語表

MOPH Ministry of Public Health 保健省

NHSO National Health Security Office 国民医療保障局

PHO Provincial Health Office 県保健事務所

CUP Contractor Unit for Primary Care 一次医療契約病院

JICWELS Japan International Corporation of Welfare Services 社団法人　国際厚生事業団

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・
マトリックス

PO Plan of Operation 活動計画

R/D Record of Discussions 討議議事録



１－１　協力の背景と概要
タイ政府は過去10年にわたり保健改革を実施しており、その一環として、医療財源の確保、医療保
険制度の確立など保健医療セクターの改革が試みられている。2002年には国民の2/3にあたる約4,700
千万人をカバーする医療保障制度である「30バーツ制度」を創設し、従来医療保険に加入していない、
あるいはできない国民も医療保障を受けることが可能になった。本制度は国民皆保険への一歩として
期待されているものの、巨大な医療保険制度運営の経験のないタイ国関係機関にとって実務面での運
営改善が不可欠となっている。このため、国民皆保険制度の運営に長い経験を有する日本に対して技
術協力の要請がなされ、2003年6月に協力実施に関わるR/Dが締結され、2003年7月から2006年7月
までの3年間にわたる技術協力が行われている。

１－２　協力内容
（1）上位目標

全国の医療保険事務に関わる機関において新しい医療保険事務システムが採用される、あるい
は採用を予定する県が増加する。

（2）プロジェクト目標
国民医療保障局が、自ら新しい医療保険事務システムをタイ全県に普及させるための行政管理
能力、およびシステム開発をする際のマネージメント能力が向上する。

（3）成果
①医療保険事務システム構築に必要な知識・情報を蓄積する。
②パイロットシステムの構築を通じて国民医療保障局の業務処理能力が向上する。
③パイロットシステムの成果に基づいて全国に普及するための医療保険事務システムの改善が
提案される。

（4）投入（評価時点）
日本側
長期専門家派遣： 5名 機材供与： 55,219千円
短期専門家派遣： 20名 ローカルコスト負担： 13,107千円
研修員受入： 47名 その他：資料翻訳経費 4,029千円
相手国側
カウンターパート配置： 68名 機材購入：なし
土地・施設提供：専門家執務室、業務調整員執務室、各種機器および倉庫等
ローカルコスト負担： 6,489千円 その他：

評価調査結果要約表
１．案件の概要

国名：タイ王国

分野：社会保障

所轄部署：人間開発部第二グループ社会保障

チーム

（R/D）：2003年7月13日～

2006年7月12日

協力期間 （延長）：

（F/U）：

（E/N）（無償）

案件名：公的医療保険情報制度構築支援プロジェクト

援助形態：技術協力プロジェクト

協力金額（評価時点）：3.13億円

先方関係機関：保健省（MOPH）、国民医療保障局

（NHSO）

日本側協力機関：厚生労働省

他の関連協力：なし



３－１　実績の確認
本プロジェクトでは、プロジェクト開始当初に実施した対象県における実態調査に基づき問題点と
ニーズの把握、分析を行い、その結果に立脚して、計画された投入および活動の実施を通して、
NHSOにおける医療保険制度の運営能力とシステム開発の管理能力を強化し、新しい医療保険情報シ
ステムの全国展開に向けて提案がなされた。本プロジェクトの投入、アウトプットの実績およびプロ
ジェクト目標の達成度について、質問票ならびに聞き取り調査を通じて関係者の意見と実績データを
入手し、それらを分析した結果、活動中には多少の遅れ、問題が生じたものの、プロジェクトで予定
されていた活動はすべて実施され、所期の実績が挙げられていることが確認された。
具体的には、成果1について、目標数を超える参加者がワークショップに参加するとともに、目標数
以上の報告書が作成された。また、成果2に関しては、業務が事務管理手順等に関するマニュアルに即
して実施されていることが確認されるとともに、医療保険情報システムに対象者を登録するための所
要期間が大幅に短縮（平均45日から7日へ）された。成果3については、新システムを全国に普及する
ための計画が策定されているほか、そのための運営・管理マニュアルの整備が計画されている。また、
県保健事務所用の事務管理マニュアルが修正された。
さらに、プロジェクト目標の指標達成度については、医療保険情報システムの開発に関するガイド
ラインが策定され、目標数を超えるNHSO職員がシステム開発および行政管理に関する手続を習得し
ている。
なお、上位目標については、2006年7月から全国普及が開始される予定であることから、近い将来
において達成されるものと予測される。

３－２　評価結果の要約
（1）妥当性

本プロジェクトは、タイ国政府が「30バーツ制度」等に示される医療保険制度の拡充を優先政
策として推進している状況下、医療保険事務管理およびシステム開発マネージメント能力を強化
し、全国に展開することを推進するものであり、国家開発計画との整合性は非常に高い。また、
わが国のODA政策における「人間の安全保障」の観点やわが国の経験と知見の活用、および現在
策定中のJICAのタイに対する協力方針において優先課題として取り上げられている社会保障制度
整備支援との整合性がある。さらに、システム開発および行政管理を効率的に行う能力を改善す
ることを主眼とした本プロジェクトのデザインやアプローチは、実際にこれらの業務に携わる
NHSO、MOPH、各県保健事務所（Provincial Health Office：PHO）や病院の職員のニーズに合
致している。プレー県におけるパイロットプロジェクト実施を通じて、30バーツ制度の加入者登
録業務をより迅速かつ正確に行うことを目的に、事務管理とシステム開発の手順の整理と理解を
深めることを企図しており、プロジェクトのアプローチは妥当である。

（2）有効性
実施機関のMOPHおよびNHSOによって選定されたカウンターパートにより、日本における研
修、日本人専門家による講義、あるいはワークショップ等を通じて、医療保険事務システムの構
築、運営に必要な知識・情報の蓄積が進められた。また、プレー県で実施されたパイロットプロ
ジェクトを通じて、医療保険制度に基づく加入者の登録時間の短縮と正確性向上の目的が達成さ
れている。さらに、パイロットプロジェクトに従事したことにより、カウンターパートの事務管
理およびシステム開発のマネージメント能力の向上が、システマティックな思考やマニュアル作
成などのドキュメンテーション技術の取得といった点において認められる。これらの成果達成を
通じ、MOPHおよびNHSOのカウンターパートがシステム開発および行政管理手続に精通してこ
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とが、プロジェクト目標の達成に貢献した。聴き取り調査の結果、カウンターパートが、本プロ
ジェクトを通じて、秩序立てた思考、計画性、資料作成等に関する能力のを向上させたことが確
認されており、本プロジェクトの経験は、今後のMOPHとNHSOにおける各種業務の実施の面で
役立つ考えられることから、上位目標である新しい医療保険情報システムの全国普及へ向けての
作業にも貢献することが期待される。成果とプロジェクト目標との因果関係が明確であり、本プ
ロジェクトの有効性は高い。

（3）効率性
日本側およびタイ側の双方によって行われた投入はおおむね適切であり、プロジェクトの実施
において有効に活用され、アウトプットの産出に貢献していることが確認された。個別の活動に
ついては一部実施が遅れたといった問題が指摘されているが、日・タイ双方による、ステアリン
グ・コミティーにおける協議、ロードマップの作成、タスクフォース・グループの形成等の方法
により解決のための努力と対処が行われ、問題を最小限に止めている。これらの方向づけにより、
ほとんどの活動項目はほぼ計画どおり、あるいは計画より早期実施が図られており、効率性に問
題は認められない。

（4）インパクト
本プロジェクトのインパクトはすでに発現している。パイロットプロジェクトの成果を踏まえ
て、プレー県およびその他6県が2006年3月に新しい医療保険情報システムに移行することが予定
されており、プロジェクトの終了までには全国すべての県で新システムが採用されることが予定
されていることから、上位目標は近い将来に達成が見込まれる。本プロジェクトの成果は、タイ
政府が並行して推進している新しい医療保険情報システム（データセンター・プロジェクト）に
おいて活用されることとなっている。本プロジェクトで培われたカウンターパートの事務管理お
よびシステム開発のマネージメントにかかる知識・能力が、今後の情報システムの構築および運
営にも役立つと考えられる。また、本プロジェクトの実施は、NHSO情報技術部のISO9001の認
証取得を促進した。

（5）自立発展性
政策・制度面においては、30バーツ制度の導入に象徴される国民皆保険制度推進の理念はタイ
国の「国民健康保障法」で明確になっている。現政権は、30バーツ制度の効率的な運営に優先を
おいており、また病院やヘルスセンターなどの受益者の支持も得られていることから、政策面に
おける自立発展性は高い。
組織面においては、MOPHとNHSOのカウンターパートは本プロジェクトに対するコミットメ

ントを表明しており、現場における意識の浸透もあり、自立発展性に問題はない。
財政面においては、本プロジェクトは政府による優先的事業としての地位を保っており、政府
による予算確保が継続的になされることが期待される。新しいシステムへの移行に伴って一時的
に作業負担が高くなることが予測され、カウンターパートのなかには最近のNHSOの予算縮小へ
の懸念も聞かれたが、新医療保険情報システムがフルに稼動する段階になれば、運営コストの削
減が期待できる。
技術面においては、本プロジェクト実施を通してカウンターパートが知識の蓄積と能力の向上
を果たしており、MOPHおよびNHSOの基幹職員が継続してプロジェクトに従事することが担保
されれば、新システムは円滑に実施、運営されると考えられる。

３－３　効果発現に貢献した要因
（1）計画内容に関すること

タイ政府における医療保険制度の改善に関するコミットメントは強固であり、終始一貫した政
策が採られている。本プロジェクトの内容は、なかでも重要とされる登録事務管理、システム開
発マネージメントの手順に精通することに焦点をあてた。パイロットプロジェクト実施を通じて
の手順のテスト、モニタリング・評価を行うマニュアル作成活動はターゲットグループが手順を
十分に理解し習得するのに役立った。

（2）実施プロセスに関すること
新しい医療保険情報システム構築に対する政治的コミットメントの高さを背景に、カウンター



パートのコミットメントも高く、また能力も高かったことがプロジェクトの着実な実施、効果発
現につながった。個別の活動については一部実施が遅れたといった問題が指摘されているが、
日・タイ双方による、ステアリング・コミティーにおける協議、ロードマップの作成、タスクフ
ォース・グループの形成等の方法により解決のための努力と対処が行われたことが円滑なプロジ
ェクト実施につながった。

３－４　問題点および問題を惹起した要因
（1）計画内容に関すること

特に問題点は認められない。

（2）実施プロセスに関すること
結果として大きな問題は生じなかったが、よりよいプロジェクト実施のために指摘される点と
して以下があげられる。
プロジェクト開始当初の問題として、タイ側への本プロジェクトの目的と活動に関する理解の
浸透が遅れたことは、カウンターパートのプロジェクト活動への取り組み姿勢や他関連業務との
調整に影響があった。
主要カウンターパート人材の異動がプロジェクトの一貫した管理という面では少なからぬ影響
を及ぼした。

３－５　結論
本プロジェクトはタイ政府の政策とわが国のODA政策の双方において高い妥当性を有する事業であ
る。プロジェクト目標はほぼ達成され、有効性が高い。プロジェクトに対する投入と活動は効率的に
実施されており、プロジェクトの効率性も高いことが確認された。カウンターパートが習得した能力
の関連業務への活用も確認され、十分なインパクトが認められた。政策・制度面、組織面、財務面、
技術面においても自立発展性を備えている。以上により、本プロジェクトは成功であると結論づけら
れる。

３－６　提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）
本プロジェクトの成果をより発展させるため、1）オンライン登録制度のメリット（被保険者データ
の病院間の共有、手続きの迅速化等）を整理・分析し、タイ政府独自の新しい医療保険情報システム
（データセンタープロジェクト）に役立てること、2）プロジェクト成果の一層の定着を図る観点から、
新しい医療保険システムに貢献した点（適用された技術等）を整理し組織内で広く共有すること、3）
プロジェクトで提供した、医療保険制度に関する翻訳資料を今後の制度改善・システム開発のために
有効活用すること、を提言した。

３－７　教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営
管理に参考となる事柄）

（1）プロジェクト運営と技術移転内容
本プロジェクトでは、人材育成のための各種活動、マニュアル作成の支援を行う一方、パイロ
ットシステムの構築を同時並行的に実施したことにより、カウンターパートは習得した知識・理
論を同時並行的に試行錯誤しつつ適用することができ、効率的な技術移転が可能となった。
また、本プロジェクトでは、カウンターパートが円滑に医療保険制度に関する各種課題に対応
できるようになるためには、専門的な技術のみならず、効率的な業務運用スキルを習得すること
が必須と判断し、一般的には専門家による技術移転や本邦研修の項目としては含めない事項（会
議運営、議事録作成の手法等）に関する指導を本邦研修において重点的に実施した。その結果、
カウンターパートがプロジェクトを効率的に実施する能力を習得し、このような能力の向上をカ
ウンターパート自身が高く評価している。
これは、ターゲットグループの業務スキルのレベルに合った対応を柔軟に行った結果、プロジ
ェクト実施段階および今後の業務において活用できる有用なスキルを習得することが可能となっ
た事例であり、プロジェクトの運営方法・技術移転項目選定に示唆を与えるものといえる。

（2）キャパシティ・デベロプメントの指標（今後の課題）
本プロジェクトは、組織・人材のキャパシティ・デベロプメントを目標としていたが、その成



果・達成度を測る指標は必ずしも明示していなかった。キャパシティ・デベロプメントを目的と
する協力はハード面での協力に比べ、その達成度を客観的・定量的に測ることが難しいことから、
現実に即した指標を早期に設定してモニタリングを行うことが重要となる。この点について、類
似プロジェクトにおいては、プロジェクト開始後早期の段階で関係者間で協議のうえ、適切な指
標を設定することが望まれる。

（3）相手国政府独自の政策や改革と同時並行的に進められるプロジェクトの留意点
本プロジェクトは、タイ政府独自の医療保険制度改革の大きな流れの一端を担うプロジェクト
であることから、その実施においては、タイ政府（特にMOPH、NHSO）独自の事業の動向の情
報収集やカウンターパートとの意見交換を行うことが期待されていた。しかしながら、このよう
な認識はJICA担当者や専門家が交代するなかで、関係者間で十分に意識されなくなった。結果と
して、プロジェクトの成果達成に影響はなかったが、当該分野におけるタイ政府独自の事業の方
針や進捗を事前に把握しておくことで、それらと本プロジェクトとの整合性確保がより円滑に行
われたと考えられる。
このように、関係者が交代してもプロジェクト開始当初の留意事項が引き継がれるよう、専門
家の業務内容に明記するか、PDMやPO等、日常的に専門家およびカウンターパートが参照する
文書に記載しておくことが重要である。
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第１章　評価調査の概要

１－１　調査団派遣の背景と目的

タイ政府は過去10年にわたり保健改革を実施しており、その一環として医療財源の確保・医

療保険制度の確立など保健医療セクターの改革を試みてきた。2002年には国民の3分の2にあた

る約4,000万人をカバーする医療制度である30バーツ制度を創設し、従来医療保険に加入してい

ない、あるいはできない国民も医療保険に加入することが可能になり、同制度は国民皆保険への

一歩として期待されている。一方、同制度導入に伴って必要となった巨大な医療保険制度の運営

については、実務経験の不足などにより改善が必要となっている。このため、国民皆保険制度の

運営について経験を有する日本に対して技術協力の要請がなされた。

これを受けて JICAは、2003年7月より、「公的医療保険情報制度構築支援」プロジェクトを実

施してきたが、本調査団は、プロジェクト協力期間終了まで約4カ月となった段階で、これまで

の活動実績の確認や目標達成度の評価を行い、協力期間終了を念頭に置き今後の対応方針につき

協議することを目的として派遣した。

＜調査内容＞

主に以下の調査を行い、日・タイ合同による評価結果を合同評価レポート（Joint Evaluation

Report）に取りまとめ、署名・交換した。

1） PDMの指標に基づくプロジェクト目標の達成度の確認（評価5項目（※）に基づく）

2） 実施プロセスの確認

・プロジェクトの実施体制・モニタリング体制

・日本人専門家とカウンターパートの協力関係

・相手国政府のオーナシップ、等

3） プロジェクト実施上の問題点の整理、活動の最終的な軌道修正（教訓、提言の抽出）



１－２　調査団の構成

１－３　調査日程

2006年3月5日から同年3月11日までの7日間（添付資料1を参照）

※評価分析団員（コンサルタント）は、2月20日出発で先行。日本人専門家打ち合わせ、カウ

ンターパートへの聞き取り調査、情報収集を経て、3月5日に調査団と合流。

１－４　主要面談者

（1）タイ側関係者

1） 保健省（MOPH：Ministry of Public Health）

Dr. Narongdsakdi Aungkasuvapala Deputy Permanent Secretary

Dr. Pipat Yingseree Inspector General

Dr. Sathaporn Wongjaroen Inspector General/Director of Health Insurance 

Division

Dr. Preeda Deesuwan Provincial Chief Medical Officer, Phrae PHO
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分野

総括
Team Leader

医療保険制度
Public Health
Insurance System

被保険者情報登録
システム
Public Health 
Insurance 
Information System

評価企画
Evaluation Planning

評価分析
Evaluation Analysis

氏名

橋爪　章
Dr. Akira 
HASHIZUME

皆川　尚史
Mr. Takashi 
MINAGAWA

亀田　俊忠
Dr. Toshitada 
KAMEDA

鈴木　あゆ美
Ms. Ayumi 
SUZUKI

三島　光恵
Ms. Mitsue 
MISHIMA

所属

JICA人間開発部　技術審議役
Executive Technical Advisor to the Director General,
Human Development Department,
Japan International Cooperation Agency

社会保険庁社会保険業務センター　所長
Director General, Center for Social Insurance Operation
and International Affairs，Ministry of Health, Labour
and Welfare

医療法人鉄蕉会亀田総合病院理事長
Chairman of Kameda Medical Center

JICA人間開発部社会保障チーム
Social Security Team, Human Development
Department, Japan International Cooperation Agency
（JICA）

オーバーシーズ・プロジェクト・マネージメント・コ
ンサルタンツ株式会社（OPMAC）
Consultant, Overseas Project Management Consultants,
LTD.



Dr. Chanvit Tharathep Director, Bureau of Health Service System 

Development

Dr. Kittinan Anakamanee Deputy Director, Health System Research Institute

Dr. Taweekiat Boonyapaisancharoen Health Supervisor, Office of the Inspector General

Dr. Suvaj Siasiriwattana Director, Bureau of Policy and Strategy

Ms. Suparanee Ratanachatchai Chief of International Cooperation Affair on Health 

Insurance, Health Insurance Division

2） 国民医療保障局（NHSO：National Health Security Office）

Dr. Winai Sawasdivorn Deputy Secretary General

Dr. Yolsilp Suchonwanich Senior Expert

Dr. Prajaksvich Lebnak Director, Bureau of Claim Administration

Dr. Weerawat Phancrut Director, Bureau of Provider Development

Mrs. Netnapis Suchonwanich Director, Bureau of Health Insarance Information

Mr. Sayris Pibul Expert, Bureau of Health Insurance Information

Ms. Kittima Yuddhasaraprasiddhi Health Insurance Administration Official, Policy 

and Planning Bureau

（2）日本側関係者

1） 在タイ日本大使館

小野　俊樹 二等書記官

2） JICAタイ事務所

佐藤　幹治 所長

田村　えり子 所員

2） プロジェクト専門家

大鶴　知之 チーフアドバイザー

小泉　茂 医療保険行政事務

入江　智幸 業務調整
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第２章　評価の方法

２－１　評価用グリッドの作成

本プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）は、当初版は2003年6月、

R/D締結時点において作成された。その後、2005年1月に運営指導調査が行われ、PDMの修正

が行われた。以後、プロジェクトの運営は修正版PDMに基づいて行われている。本終了時評価

は修正版PDMに拠る。

終了時評価の実施にあたってはまず、評価方針の作成のため評価調査計画表（以下、評価グリ

ット）を作成した。評価グリッドは、1）事業の終了時におけるプロジェクト目標、成果等の達

成度の確認、2）実施プロセスの確認、3）評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、

自立発展性）による評価の実施の3つのパートで構成される。

評価作業は作成された評価グリッド（別添資料2）にのっとり、以下に述べる項目、手順を踏

んで実施した。

２－２　主な調査項目

調査は、運営指導時に改訂されたPDMに基づき、実績、実施プロセス、評価5項目に関する

評価を行うもので、主な項目は以下によって構成された。

1） PDMの指標に基づくプロジェクト目標の達成度

2） 実施プロセスの状況

3） 評価5項目に関する評価

＊妥当性：開発政策との整合性、受益者ニーズとの整合性、他プロジェクトとの関連の観

点から見たプロジェクト・デザインおよびアプローチの妥当性、日本の援助事

業としての妥当性。

＊有効性：プロジェクト目標達成度、各成果のプロジェクト目標達成への貢献度。行政管

理およびシステム開発マネージメント能力向上にプロジェクトはどのように貢

献したかの確認。また、目標達成に関連する促進・阻害要因、外部条件の変

化・影響。

＊効率性：投入・活動とアウトプット産出の効率性、アウトプット達成の促進・阻害要因

の確認。日本・タイ双方の支援体制の適切度。日本側専門家派遣のタイミング等。

＊インパクト：上位目標達成の見通し、上位目標達成に関連する促進・阻害要因。

＊自立発展性：政府の国民医療保険政策・制度との整合性、プロジェクト効果持続のため

の組織能力を具備しているか、技術面における自立発展性は十分であるかの確

認。
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２－３　データ収集方法および評価結果の取りまとめ

質問票については、日本人専門家3名（長期専門家2名＋本プロジェクトへの関与が高いキャ

パシティ・デベロプメント短期専門家1名）およびカウンターパート68名に配布し、日本人専門

家3名、カウンターパート39名（MOPH12名、NHSO21名、PHO6名）、合計42名から回答を入

手した。回収率は日本人専門家100％、カウンターパート57％となっているが、カウンターパー

トについては、調査時点においてプロジェクト活動実施に直接的に関与している主要な者につい

てはおおむね回答を入手した。

回答者のうち38名に対して、質問票に基づきインタビューを実施した。カウンターパートに

ついては人数が多く、プロジェクトへの関与度もさまざまであることから、各タスクフォースの

活動に積極的に関与している者（各タスクフォースの議長、副議長その他主要メンバー）を中心

とし、個人インタビュー（議長、副議長の場合）あるいはグループインタビュー（タスクフォー

ス主要メンバー）にて行った。

以上のデータ収集後、日本側が評価結果案のたたき台を作り、タイ側と協議を行い、ミニッツ

および、合同評価レポート（別添資料3）に取りまとめた。

－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－

情報・データ
収集方法

①文献調査

②インタビュー
（③質問票に基
づくもの）

③質問票

④直接観察

目的

プロジェクトに関連する
政策、プロジェクトの実
績に関連する資料のレビ
ュー

プロジェクトの実績・進
捗状況および実施プロセ
スに関するヒアリング・
確認

プロジェクトの実績、便
益の発現状況、インパク
ト、自立発展性に関する
事項の把握

プロジェクトの供与機器
の使用状況確認

主な情報源

● プロジェクトのポジションペーパー等、実施
計画時にまとめられた報告書一式

● プロジェクトの討議議事録（R/D）（2003年6
月23日締結）

● プロジェクトの進捗報告書
● プロジェクト各活動に関する報告書・資料
● プロジェクトの投入に関する各種資料
● プロジェクトの運営指導調査報告書（2005年
7月）

● 日本人専門家チーム
● タイ側カウンターパート（MOPHおよび

NHSO職員）
● プレー県、アユタヤ県保健事務所職員

● 日本人専門家チーム
● タイ側カウンターパート（MOPHおよび

NHSO職員）
● プレー県保健事務所職員
● その他県保健事務所職員

● NHSOおよびプレー県保健事務所、病院の機
器の設置、使用状況

上記調査項目に関する情報・データ収集は以下の方法に拠る。



２－４　調査・評価上の留意点・制約

（1）本プロジェクトの位置づけ

本プロジェクトが対象とした登録事務システムは、タイ国政府の一連の保健医療改革の大

きな枠組みにおけるシステム統合の促進の流れの一部に位置づけられる。プロジェクト目標

達成や上位目標達成においては、タイ国政府独自の他の関連プロジェクト（30バーツ制度を

含む政府の医療保険関連システム全体の統合を目指したデータセンター・プロジェクトな

ど。本プロジェクトとの関係は下図参照。）の進捗状況や内容が本プロジェクトにも関係し、

また本プロジェクトが他関連プロジェクトにも影響するものである。

さらに本プロジェクトの目標は、システムの構築自体そのものではなく、システム構築を

通じて「NHSOの行政管理およびシステム開発をする際のマネージメント能力強化」をする

ことである。したがって、システム構築のための一連の作業のなかで、本プロジェクトによ

りいかに能力強化を実現できたか、ということがポイントである。能力強化に関しては

NHSOの独自の取り組みなど本プロジェクト以外の外部要因も関わってくるところ、本プロ

ジェクトによる貢献部分に焦点をあてて考察する必要がある。

以上の本プロジェクトの位置づけを正しく把握したうえで、本プロジェクトのインプット

とアウトプットに照らした有効性、インパクトを検証した。

－6－－6－－6－－6－－6－－6－－6－－6－－6－－6－－6－－6－

データセンター・プロジェクトと本プロジェクトの関係

タイ国保健医療改革―医療保険関連システムの統合

データセンター・プロジェクト
＜8つのシステム開発を対象＞

1．住民（被保険者）および病院登録システム

2．住民（被保険者）資格確認システム

3．給付およびデータ転送システム

4．診療報酬請求システム

5．情報管理システム（MIS: Management information system）

6．財政・会計システム

7．コールセンターおよび苦情対応システム

8．データ処理システム

本プロジェクトの
支援する登録システム
と関係する部分



（2）カウンターパートへの質問回答およびインタビュー

本プロジェクトのカウンターパートは68名となっているが、既述のとおり、その関与度

合いは、各タスクフォースの活動へ積極的に関与している者から研修参加のみの者まで幅広

い。質問票回答やインタビュー結果の解釈においてはその点に十分留意した。また限られた

期間でのインタビューとなったので、プロジェクト活動に関与度が高い職員に対し、優先に

インタビューに時間を割いて行い、なるべくバランスよく、さまざまな立場から人々からの

意見を一通り聞けるように留意した。

（3）PDMに記された活動と成果の記述の理解

既存の最新PDMに従って評価を行うが、PDMに記された活動や成果の記述については、

実際の活動や成果が広義にさまざまな意味でとらえられうるものがあり、具体的に何を指す

のかが必ずしも明確でなかった。その際には、日本側とタイ側の双方のプロジェクト関係者

にどのように理解して活動をしていたかをよく確認し、意図されていた個々の活動、成果を

明らかにしたうえで評価するように留意した。

－7－－7－－7－－7－－7－－7－－7－－7－－7－－7－－7－－7－



第３章　プロジェクトの実施体制と実績

３－１　プロジェクトの実施体制（2006年2月時点）

2003年6月に本プロジェクトの事前調査団が派遣され、R/Dを締結、2003年6月から2006年5

月までの3年間において本プロジェクトを実施することが合意された。それ以降、プロジェクト

の実施体制のために以下の体制が採られている。

タイ側実施機関は、保健省（Ministr y of Public Health：MOPH）および国民医療保障局

（National Health Security Office：NHSO）である。プロジェクトの総括責任者としてのプロジェ

クト・ダイレクターは保健省次官補が務め、プロジェクト実施責任者はNHSO局長（本プロジェ

クトのR/Dでは局長となっているが、調査時点では実質的には次長）とし、プロジェクト・マネ

ージャーの役割はNHSOのシニア・エキスパートが担っている。プロジェクト実施の課題（登録

システム開発、NHSOおよびプレー県の事務管理マニュアル開発、メインテナンス、評価、等）

ごとに8つのタスクフォース・グループが立ち上げられ、タスクフォース毎に活動管理を行って

いる。以上の体制にてプロジェクトの円滑な実施のための調整が図られている。

日本側は、チーフ・アドバイザー、医療保険行政事務専門家、業務調整員を配置している。チ

ーフ・アドバイザーはプロジェクトに対して、必要な提言助言を実施し、医療保険行政事務専門

家は、必要な情報提供や技術支援等を行っている。

３－２　プロジェクト実施プロセス

プロジェクト活動のモニタリングは、ステアリング・コミッティー、コアグループ、各タスク

フォースのレベルでそれぞれ行われている。プロジェクトを円滑に実施するために、保健省次官

－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－

プロジェクトの実施体制 

JICA 

〈日本側〉 〈タイ側〉 

専門家チーム 

●チーフ・アドバイザー 

●医療保険行政事務 

●業務調整 

MOPH 

次官：プロジェクト・ 
ダイレクター 

NHSO

局長、次長、シニア・ 
エキスパート 

コア 
グループ 

ステアリング・ 
コミッティー 

合同調整 
委員会 

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
・
グ
ル
ー
プ 

（注）タスクフォース・グループは2004年1月に4グループで発足、2005年7月に7グループへ、 
2005年11月に8グループに拡大している。 



補、NHSO次長、プロジェクト・マネージャーにあたるシニア・エキスパート、各タスクフォー

スの主要関係者、日本人専門家からなるステアリング・コミッティー（JICAタイ事務所担当者

も時々参加）が2、3カ月に1回開催され、カウンターパート本邦研修参加者の選定、研修内容の

発表等を含めたプロジェクト全体の進捗状況のモニタリングを行っていた。また、各活動の詳細

については、MOPH、NHSOの主要関係者と日本人専門家をコアグループとして、週1回程度、

プロジェクト個別活動の実施のレビュー、業務の割り振りなど調整を行っていた。各タスクフォ

ースについては、各議長のもとに必要に応じてミーティングを行って業務調整を行っていた。

JICA担当者、日本人専門家、タイ側主要関係者からなる合同調整委員会（Joint Coordinating

Committee： JCC）は、2005年1月のプロジェクト運営指導調査団派遣時と2006年3月の終了時

評価時において、計2回開催された。

３－３　投入実績

（1）日本側投入

日本側の投入として、以下の投入が行われた。

短期専門家は以下の各専門分野についてカウンターパートに対する指導を実施した。派遣の詳

細は別添資料8.1を参照されたい。

－9－－9－－9－－9－－9－－9－－9－－9－－9－－9－－9－－9－

・長期専門家

指導分野

チーフ・アドバイザー

医療保険行政事務

業務調整

専門家名

川口　典男

大鶴　知之

平瀬　瑞枝

小泉　茂

入江　智幸

派遣期間

2003年7月13日～2004年7月12日

2004年7月05日～2006年7月12日

2003年7月13日～2004年1月31日

2004年6月03日～2006年7月12日

2003年7月13日～2006年7月12日

・短期専門家

延べ専門家数

20名

延べ派遣日数

366日

平均派遣日数

18.3日

（注）2005年12月末現在



・カウンターパート本邦研修

1） 医療保険行政官研修

プロジェクト期間中、本邦にて行われている集団コース「アジア社会保険行政官研

修」に毎年5名、計15名が参加した（詳細は別添資料8.2を参照）。

2） 個別研修

プロジェクト期間中、下表の研修コースに計32名が参加、受講した。研修参加者

の詳細は別添資料8.2を参照されたい。

－10－－10－－10－－10－－10－－10－－10－－10－－10－－10－－10－－10－

派遣年度（日本）

2003

2004

2005

専門分野

◆　研修事前調査・カリキュラム作成

◆　医療保険事務改善

◆　システム開発業務処理

◆　端末ユーザーインターフェース分析指導

◆　医療保険地方行政事務制度

◆　キャパシティ・ビルディング

◆　研修事前調査・カリキュラム作成・フォローアップ

◆　システム開発業務処理

◆　医療保険事務改善

◆　医療保険制度分析

◆　キャパシティ・ビルディング

◆　システム開発業務処理

◆　医療保険事務改善

（注）2005年12月末現在

研修コース

被保険者情報管理者研修

（マネージメントコース）

医療保険情報運用責任者研修

（ITコース）

2003年

5

―

2004年

4

11

（2回開催）

2005年

6

6

カウンターパート研修実績 （単位：人）

（注）2005年2月末現在



・機材供与

技術移転に必要な機材を2005年12月末現在で55,219千円供与した。供与の年度別内訳

は以下のとおりとなっている。機材の詳細は別添資料8.3を参照されたい。

・ローカルコスト負担

プロジェクト実施にかかる活動に必要な予算に関し、以下のとおり負担した。予算の詳

細は別添資料8.4を参照されたい。

・参考資料の翻訳・提供

プロジェクト実施のための参考資料として、わが国の医療保険制度の内容、運営に関す

る資料が英訳され、タイ側に提供された。資料の詳細は別添資料8.5を参照されたい。

（2）タイ側投入

タイ側投入として、以下の投入が行われた。

－11－－11－－11－－11－－11－－11－－11－－11－－11－－11－－11－－11－

機材供与実績（金額）

本邦会計年度

パイロット・システム資機材

現地調達資機材（専門家携行）

本邦調達資機材（専門家携行）

合計

2003年度

0

2,116

1,036

3,151

2004年度

48,888

2,228

952

52,068

2005年度

0

0

0

合計

48,888

4,343

1,988

55,219

（単位：千円）

（注）2005年度は2005年12月末現在

ローカルコスト負担実績

本邦会計年度

現地活動費

現地コンサルタント雇用

合計

2003年度

4,624

1,657

6,281

2004年度

3,265

2,210

5,476

2005年度

1,350

0

1,350

合計

9,239

3,868

13,107

（単位：千円）

（注）2005年度は2005年12月末現在

参考資料（英訳版）投入件数

本邦会計年度

資料英訳件数

2003年度

41件

2004年度

36件

2005年度

42件

合計

119件

（単位：千円）

（注）2005年2月末現在



・カウンターパート

カウンターパートとして、保健省（MOPH）にナロンサック次官補（プロジェクト・ダ

イレクター）をはじめ20名、国民医療保障局（NHSO）に33名、パイロットシステムの

プロジェクトサイトであるプレー県保健事務所および病院に8名、その他地域の保健事務

所および病院に7名、計68名が配置された。配置の詳細は別添資料8.6を参照されたい。

・施設等

専門家執務室（設置場所：NHSOおよびMOPH）、業務調整員執務室（設置場所：

MOPH）、各種機器等が提供された。施設等の詳細は別添資料8.9を参照されたい

・ローカルコスト負担

タイ側の関係機関から、プロジェクト実施にかかる運営経費として総額6,489千バーツ

の予算が配分された。予算の詳細は別添資料8.8を参照されたい。

３－４　活動実績

活動は、おおむね順調に実施されている。各分野別の活動の実績は以下のとおりである。

３－４－１　医療保障制度の分析、問題点および改善ニーズの把握の活動

（PDMの活動項目1－1～1－3）

プロジェクトの開始にあたり、プロジェクト専門家は、医療保険情報制度および実態に関す

る現地調査（5県（Pathumthanee、Ayutthaya、Udon Thani、Mae Hong Son、Phrae）および

労働省を対象）を実施し、対象県における医療保険の問題点とニーズを分析し、チェックリス

トを作成した。その後、同チェックリストに基づいてその他すべての県について分析が行われ

た。なお、これらの作業は現地コンサルタントも傭上して実施した。同調査は2004年3月に完

了し、「Research Report：Current situation of Universal Health Coverage」として取りまとめ

－12－－12－－12－－12－－12－－12－－12－－12－－12－－12－－12－－12－

ローカルコスト負担実績

タイ会計年度

MOPH

NHSO

TICA

Phrae PHO

合計

（注）タイ会計年度は10月1日～9月30日

2003年度

59.8

59.8

2004年度

183.4

2,950.0

364.9

734.1

4,232.4

2005年度

265.0

804.1

432.7

114.9

1,616.7

2006年度

250.0

250.0

79.9

n.a.

579.9

（単位：千バーツ）

合計

698.4

4,004.1

937.3

849.0

6,488.8



られた。また、プロジェクト初年度に、わが国の医療保険制度における行政事務、システム開

発の管理に関連する基本的資料を英訳し、MOPHとNHSOに提供した。（PDMの活動項目1－

1および1－2）

2004年においては、事務管理手順のモデルおよびマニュアルの開発計画を作成し、実際の現

場における活用の可能性をテストし、その後調整・修正を加えたうえで完成させた。最終的に

は、これらの経緯、実績を踏まえた報告書が作成されている。2004年3月に「NHSO IT Plan

（for pilot system）」、2005年7月に「Reports for Establishment of Better Health Insurance

System」が作成された。（PDMの活動項目1－3）

３－４－２　パイロットシステム構築を通じたNHSOの業務処理能力向上のための活動

（PDMの活動項目2－1～2－8）

NHSOおよびプレー県保健事務所における既存の行政管理およびシステム開発マネージメン

トに関する調査・分析はプロジェクトの初年度に実施され（2004年2月完了）、問題点とニー

ズの把握、分析が行われている（PDMの活動項目2－1）。

タイ側への技術移転の具体的活動として、MOPHおよびNHSOの要請する分野・項目に関

して、長期・短期専門家がワークショップあるいは講演形式による指導を実施した（PDMの

活動項目2－2）。

専門家とタイ側カウンターパートによって本邦研修のための人選、研修カリキュラムおよび

計画策定が行われ、計画に基づき2003～5年の間にカウンターパート本邦研修が実施された

（PDMの活動項目2－5）。

既述の実態調査・分析の結果を踏まえ、専門家の支援および本邦研修で蓄積した知見を生か

し、タイ側カウンターパートが医療保険情報システムの開発手順を2004年度末までに取りま

とめ、最終的に2005年末に「システム開発手順マニュアル」として取りまとめた（PDMの活

動項目2－3）。

NHSOおよびプレー県保健事務所における30バーツ制度登録のための事務管理ならびに操

作手順のマニュアルは2004年10月1にまとめられた（PDMの活動項目2－4）。

活動項目2－2と並行し、2004年2～3月、短期専門家が医療保険事務システムの開発実施と

－13－－13－－13－－13－－13－－13－－13－－13－－13－－13－－13－－13－

1 日本人専門家の報告によるもので、PDM上の活動の記述、すなわち、NHSOおよびプレー県で試行的に適用するた
めのものを最初に取りまとめた日付になると理解される。30バーツ制度登録のための事務管理手順とシステム操作

のマニュアルは、その後、PDM活動項目2－7の実施モニタリング、評価に基づいて改訂が重ねられている。終了時
評価時点での成果物として「Registration and Administration Manual for NHSO」（2006年1月版）、「Registration and
Administration Manual for Provincial Office」（2005年12月版、プレー県での経験をベースに全国版としたもの。活動
項目3－3）、「Registration Application Manual」（2005年7月版、全国版登録システムに沿って改訂中）としてまとめ
られていた。PDM活動項目3－5に示されるように、これらのマニュアルも全国実施前の6県の適用結果をもとに適
宜改訂がなされることになる。



管理に関し技術指導を行った。また、医療保険に関する行政事務分野については、長期専門家

によって2004年6月から現在に至るまで支援が続けられている（PDMの活動項目2－6）。

2004年 2～ 3月、「登録システム開発評価（Evaluation of the Registration System

Development）」タスクフォース・チームがモニタリングおよび評価の対象項目を決定した。

項目に従い、同チームがNHSO初の試みとしてNHSOおよびプレー県保健事務所（PHO）に

おける医療保健システムの全体をモニターし、評価を行っている（PDMの活動項目2－7）。

登録システムの評価方法は最終的には評価マニュアルとして2005年8月にまとめられた。

パイロットシステムのモニタリング評価の経験をベースに、各タスクフォース・チームはプ

レー県の事務管理マニュアルの修正を行った。システム開発手順マニュアルは、実際の適用経

験に基づいて、さらに2006年6月までに修正を加える予定である（PDMの活動項目2－8）。

３－４－３　パイロットプロジェクトの結果に基づいた医療保険情報システム全国普及に向け

た活動

（PDMの活動項目3－1～3－5）

プロジェクトは医療保険情報システムを全国すべての県に普及するための計画を2006年9月

までに作成する予定で作業を進めている（PDMの活動項目3－1）。

医療保険情報システムの全国普及に向けて「プレー県登録システム・メンテナンス」タスク

フォース・チームによってメインテナンス・ガイドライン（Maintenance Guideline or

Hardware Maintenance Manual））が作成された（PDMの活動項目3－2）。また、全国の県保

健事務所が使用するための事務管理マニュアルが作成された（PDMの活動項目3－3）。

全国展開を推進するための第一段階として、2006年3－5月、プレー県およびその他6県に

おいてワークショップが実施されることとなっている（PDMの活動項目3－4）。また、全国

展開を展望した各マニュアルの修正作業が2005年9月に開始されている。本年中には完成の予

定となっている。（PDMの活動項目3－5）

３－５　成果達成状況

３－５－１　医療保険事務システム構築に必要な知識・情報の蓄積

指標：

－14－－14－－14－－14－－14－－14－－14－－14－－14－－14－－14－－14－

1.1 研究ワークショップ開催回数（30回）

1.2 研究ワークショップ参加人数（600名）

1.3 研究ワークショップのレジュメ件数（10件）

1.4 研究報告書（2本）



以上のPDMの計画に対し、実績は以下のとおり。

タイ側カウンターパートが作成したAnnual Report（2003～2004）で医療保険制度の分析、

問題点および改善ニーズの把握が示されており、内容的に十分に行われているといえる。

医療保険情報システムを確立するために必要な知識・情報の蓄積を目的として、ワークショ

ップの開催およびレポートの作成が行われている。PDMではワークショップの開催、出席者

人数、レジュメ数およびレポート数を運用指標としてモニターしているが、これらすべての指

標について以下のとおり目標値が達成されている。

上記のうち、レポート作成分野においては、「Current Situation of Universal Health Coverage」

（2004年3月）、「Outsource Management」（2005年3月）、および「Better Health Insurance

System」（2005年7月）の3件が完成されている。

３－５－２　パイロットシステムの構築を通じたNHSOの業務処理能力の向上

指標：

以上のPDMの計画に対し、実績は以下のとおり。

－15－－15－－15－－15－－15－－15－－15－－15－－15－－15－－15－－15－

ワークショップとレポートに関する運用指標充足状況

（注）実績は2005年11月現在。ワークショップ開催数には、講義形式のものも

含めている。

ワークショップ開催回数

ワークショップ参加者数

ワークショップのレジュメ件数

レポート作成件数

目標値

50回

600名

10件

2件

実績

51回

655名

30件

3件

2－1．医療保険情報システムのためのシステム開発完了報告書が作成される。

2－2．事務管理マニュアルに基づく作業手順が実施される

2－3．操作マニュアルに基づく作業手順が実施される

2－4．医療保険システム構築に関わるソフトベンダー管理のための評価基準に基づく

評価が実施される→ソフトウェアベンダーマネージメントのマニュアルに基づ

いて作業手順が実施される。

2－5．研究受講者のレベルが（5段階評価の）5のうち3以上の成績である。

2－6．登録手続き時間がプレー県で短縮する（7日）。



パイロットシステムの構築を通して、NHSOのシステム開発・運営能力の強化、職員の能力

強化、登録に要する所要期間の短縮が計画された。能力強化をモニターするために定められて

いる指標のうち、医療保険情報システムのシステム開発完了報告は「Registration Application

Development Completion Report」としてまとめられた。PDMの指標の第2－2、3、4項である

「作業実施手順を事務管理マニュアル、運営マニュアル、およびソフトウエアベンダー・マニ

ュアルに準拠すること」については、「登録システム開発評価」タスクフォース・チームが作

成した報告「Evaluation Report of the Registration System Development」において、これら作

業がマニュアルに準拠して行われている旨確認、報告がなされている。

PDMの指標2－5「研修参加者が（トレーナーによる評価報告書で）5段階評価で3以上の成

績である」とあったものはタイ側、日本側双方のプロジェクト関係者に確認したが、これらの

指標について認識されておらず、モニタリングされていなかった。関係者に確認したところ、

当初、この指標が設定されたときに特に何を意図としていたのか（カウンターパートの本邦研

修か、短期専門家によるNHSOでの指導であるか、タイ側カウンターパートによるパイロッ

ト・プロジェクトサイトでの関係者へのトレーニングか）が必ずしも明確でなく、PDMに情

報源として示されているトレーナーによる評価報告書は確認できなかった。しかしながら、そ

れらすべて含むとすると、本邦研修であれば、チーフ・アドバイザーによる本邦研修の評価を

確認したところ、5段階で4の評価をされており、パイロット・プロジェクトサイトでの評価

であれば、NHSOが評価報告書をまとめており、一定の成果を得ていることが確認された。短

期専門家の研修であれば、カウンターパート、短期専門家、長期専門家へのインタビューから

は、能力向上に貢献があったものと認められた。以上の根拠をもって各研修の効果はあったも

のと評価した。

医療保険情報システムに対象者を登録するために要する所要期間については、旧システムで

は申請から保険カード（ゴールドカードあるいはUCカードとも呼ばれている）の発給までに

平均45日を要していたが、新システムでは7日間に短縮されている。サンプル調査によって現

状を調査したところでは、サンプルの61.8％が7日以内にカードの発給を受けている。県保健

事務所におけるオンライン処理時間は申請1件あたり15分以内に完了することが実現した。

３－５－３　パイロットシステムの成果に基づいて全国に普及するための医療保険事務システ

ムの改善

指標：

－16－－16－－16－－16－－16－－16－－16－－16－－16－－16－－16－－16－

3－1．医療保険情報システム実施のための普及スケジュールが作成される。

3－2．プレー県の操作および事務マニュアルが修正される。



以上のPDMの計画に対し、実績は以下のとおり。

医療保険情報システムを全国に普及することを目的とする普及計画の作成と普及に使用され

る運営および管理マニュアルの調整、整備が計画されている。新システムを全国に普及するた

めの普及計画はすでに策定されているが、別途、同時並行でタイ政府によって進められている

医療保険情報システムの統合を目指したデータセンター・プロジェクトが遅延しているため、

同プロジェクトの進展に合わせた修正が加えられている。

全国の県保健事務所用の事務管理マニュアル（Registration and Administration Manual for

Provincial Office）は2005年7～11月に修正作業が行われ、同年12月に修正作業が終了した。

また、システム操作手順マニュアル（Registration Application Manual）はドラフト版が完成、

データセンター・プロジェクトのソフトウエアに同調するための修正作業をする予定である。

３－６　プロジェクト目標達成状況の見通し

本プロジェクトは事業目的を「NHSOにおける運営能力とシステム開発の管理能力を強化し、

新医療保険情報システムを全国に普及する」ことと設定している。設定されている各運用指標達

成状況を見ると以下のとおりとなる。

３－６－１　医療保険情報システムのシステム開発手続きに関するガイドラインの策定

システム開発手順は、「System Development Manual」として編集され、ガイドラインが策定

されている。

３－６－２　NHSO職員によるシステム開発手続きへの通暁

運用指標ではNHSO職員のうち30名以上が医療保険情報システムのシステム開発手続きに

通暁することを掲げているが、現地調査における質問票およびインタビュー調査の結果、以下

に見るごとく高い充足率が得られており、これらから目標値が十分充足されていると推定す

る。

（1）NHSOに配属されているカウンターパートからの回答総数21名のうち17名（81％）が

システム開発管理の分野における能力が向上したと回答している。

（2）同じ回答総数のうち、18名（86％）のカウンターパートは習得した知識を実際の職務

に応用した、あるいは他の職員に伝播したことを回答している。日本における研修に参加

したNHSO職員は職場におけるワークショップあるいは報告会において研修成果を報告す

る機会が与えられている。

（3）NHSO職員に対するインタビューから、同庁の保険情報技術局（Bureau of Insurance

Information Technology）に配属されている職員21名はシステム開発手続きに通暁してい

－17－－17－－17－－17－－17－－17－－17－－17－－17－－17－－17－－17－



るとの回答が得られている。

３－６－３　NHSO職員による行政管理手続きの通暁

運用指標ではNHSO職員のうち15名以上が医療保険の行政管理手続きに通暁することを目

標として掲げているが、現地調査における質問票およびインタビュー調査の結果、NHSOに配

属されているカウンターパートからの回答総数21名のうち17名（81％）が行政管理分野にお

ける能力が向上、管理に通暁していると回答している。回答者に占める目標達成の比率は非常

に高くなっており、このことから目標値が十分充足されていると推定する。

３－６－４　ソフトウエアベンダーに対するシステム開発仕様書作成のガイドライン策定

ソフトウエアベンダーに対する仕様書作成のガイドラインは先の「System Development

Manual」に含めて編集され、策定されている。

３－７　上位目標達成状況の見通し

本プロジェクトは上位目標を「全国の医療保険事務に関わる機関において新しい医療保険事務

システムを採用あるいは採用予定の県が増加すること」に設定、具体的運用指標において、全国

76県のすべてが新システムを採用することを目標としている。

本プロジェクトはタイ政府が強力な政治的リーダーシップのもとに普及を進めているデータセ

ンター・プロジェクトの新システムに合体されて全国に普及されることとなっており、そのため

の段取りが進められている。2005年3月に開催された合同調整委員会の協議によると、新システ

ムは2006年7月から全国普及が開始される予定となっている。上位目標は近い将来において達成

されるものと見通されている。

－18－－18－－18－－18－－18－－18－－18－－18－－18－－18－－18－－18－



第４章　評価5項目に照らした評価結果

４－１　評価5項目による評価結果

４－１－１　妥当性

（1）国家開発計画との整合性

タイ保健省の「第9次国家保健医療開発5カ年計画（2002～2006）」および現政権の

「戦略4カ年計画」では国民の医療保険システムの改革を優先政策として推進している。

「戦略4カ年計画」のもとでは、「30バーツ医療制度」を打ちたて、国民のすべてに医療保

険へのアクセスを確立するための政策が進められている。本プロジェクトの事前評価の段

階から政策面での変更はない。本プロジェクトが支援する新医療保険情報システムは政府

が進める医療政策のなかにあって最優先事項としての扱いを受けている。

戦略計画のもとでの政策の実施はMOPHおよびNHSO、各県保健事務所に委ねられてい

る。医療保険制度を運営する機関にあっては、行政管理ならびにシステム開発にかかる能

力の強化がきわめて重要な課題となっている。NHSOは設立後3年を経過したが、さらな

る組織強化の必要が認められる。MOPH（地方県保健事務所を含む）では、政府の医療保

険政策を推進するための行政事務ならびに管理面での組織強化の必要性が認められている。

本プロジェクトの国家開発計画との整合性は非常に高いものと認められる。

（2）日本のODA政策との整合性

わが国のODA政策は重点項目のひとつとして「人間の安全保障」を掲げている。東南

アジア各国においては、アジア経済危機以降社会保障の側面における脆弱さが課題として

指摘されているところ、本プロジェクトは、低所得層をも含めて「30バーツ医療制度」を

効率的に実施することを企図しており、わが国のODA政策に合致するところとなってい

る。

JICAでは現在「タイに対する経済協力に関する基本方針」の取りまとめ作業を進めて

いる。同基本方針のなかにおいても、社会保障制度整備など社会的成熟度に伴う問題への

対処が優先項目である。タイにおけるわが国ODAタスクフォースは開発の優先課題とし

て「社会保障制度分野における計画策定支援」が掲げられている。

またわが国のODA政策では、わが国の経験と知見の活用を基本方針としているが、本

プロジェクトの事前評価においては、わが国では国民皆保険制度を40年にわたり運営し

た実績を有しており、複雑制度の事務処理を比較的効率的に処理した経験の貢献が見込ま

れていた。派遣された専門家および現地カウンターパートの意見によれば、日本で蓄積さ

れた経験は、マニュアル開発手続き、各種点検作業のためのタイミングと手続きといった
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面で参考となると認められた。

以上により、本プロジェクトはわが国のODA方針と高い整合性を有していることが確

認される。

（3）プロジェクトデザイン・アプローチとターゲットグループの選定

プロジェクトの事前評価において、医療保険制度における優先課題として、登録の迅速

化および運営管理の改善が挙げられていた。事前評価実施の時点では、「データセンタ

ー・プロジェクト」の具体的実施計画は確定されていなかったが、その後、本プロジェク

トは同プロジェクトと統合して推進されることも念頭において、システム開発および行政

管理手順を効率的に運営する能力を改善することを主眼とした。本プロジェクトが優先課

題として与えられた登録の迅速化の運営管理の改善は、他のシステムとの統合後でも重要

性を減じるものではなく、プロジェクトのアプローチは現在においても妥当であると判断

される。日本人専門家およびカウンターパートによる質問票に対する回答においても、プ

ロジェクトのデザインおよびアプローチはおおむね妥当であるとの評価が示されている。

本プロジェクトのターゲット・グループは、MOPH（MOPHの管轄下であるPHOと病

院も含めて）とNHSOである。カウンターパートの大部分はそれぞれの組織内において直

接あるいは間接的に本プロジェクトに関連の深い部署に在籍している。プロジェクトの目

的が組織能力の強化に置かれているという点からは、プロジェクト実施において重要とな

る職員はおおむねカバーされていた。

プレー県をパイロットサイトとして選定した理由は、人口規模、分布、移動等に関して

タイにおける標準的な県であること、およびバンコクとの往復の利便性といったことにあ

った。カウンターパートのなかには、タイ国内の各地域的な特徴を鑑み、パイロットサイ

トを相互に比較対象ができるよう数県選定すべきであったとする意見もあった。

４－１－２　有効性

（1）プロジェクト目標の達成状況

終了時評価時点において、プロジェクト目標はほぼ達成されていた。すべての成果はす

でに達成されており、事務管理およびシステム開発マニュアルは利用に向けて策定されて

いた。カウンターパートへの質問票とインタビュー調査結果からは30名以上がNHSOシ

ステム開発手続きに精通しており、15名以上が行政管理手続きに精通したとみなされる。

アウトプット達成は、以下に述べるようにプロジェクト目標の達成に貢献した。

＜アウトプット1：医療保険事務システムに必要な知識・情報の蓄積＞

ターゲット・グループに指定されたMOPHおよびNHSOの両組織と配属されたカウ
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ンターパートが、当初の計画に従い、日本における研修、日本人専門家による講義ある

いはワークショップ等を通じて必要な知識を習得、情報の蓄積を行っている。

＜アウトプット2：パイロットシステムを通じたNHSOの業務処理能力の向上＞

PDCAサイクル（Plan-Do-Check-Action）に基づいたマニュアル開発手順の訓練がカ

ウンターパートに貴重な学習機会を提供した。このプロセスを通じてカウンターパート

はマニュアルに則した行政的管理の重要性、およびワークフローを使った業務処理の重

要性にかかる認識を新たにした。

プロジェクトがまとめた「Evaluation Report of Registration System Development」に

よれば、医療保険事務の処理迅速化と正確性の向上が確認されている。全国のヘルスセ

ンターにおけるUC（ユニバーサル・カバレッジ）カードの発行にかかる待機期間は全

国平均で45日となっていたが、プレー県のパイロットプロジェクトにおいては、ヘル

スセンターレベル（オフライン）での待機期間は約7日、病院レベル（オンライン）で

は15分となっている。登録事務担当者および登録を依頼する国民からは待機期間が短

縮されたことに満足との反応が確認されている。

カウンターパートによれば、パイロットプロジェクトに従事することにより、システ

マティックな思考とドキュメンテーション技術等を体得することができた点において自

身の能力が向上していると自己評価している2。日本人専門家のコメントからも、カウン

ターパートの行政事務およびシステム開発にかかる能力が向上したことが認められる。

＜アウトプット3：パイロットシステムの成果に基づいて全国に普及するための提案＞

本プロジェクトがパイロットプロジェクトを実施した経験を踏まえて取りまとめた

「Report for Establishment of Better Health Insurance System」（2005年7月）が、タイ国

によって並行的に進められている新しい医療保険情報システム（データセンター・プロ

ジェクト）と本プロジェクトの関係を明確化している。終了時評価までにすでに新シス

テムの全国展開のためのスケジュールが作成されている。

（2）プロジェクト目標達成の促進、阻害要因

タイ政府による医療保険制度の改善に関するコミットメントは強固であり、終始一貫し

た政策が採られている。本プロジェクトの内容は、特に登録事務管理とシステム開発マネ

ージメントの改善に焦点をあて、パイロットプロジェクトの実施において、実際に手順を

テストし、モニタリング・評価をしながら、マニュアルとして完成度を高める作業によっ
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2 参考までにNHSO職員16名にプロジェクトを通じて具体的にどのような点で能力が向上したかを選択式で自己評価
していただいたところ、「新しい知識の取得」、「システマティックな理解」、「計画性」、「チェックとモニタリング」、

「変化への対応とマネージメント」といった項目が非常に向上したとの指摘がやはり多いことが確認できた。



て、ターゲット・グループが手順をよく習得し、理解を深めるのに役立った。これらは、

プロジェクトの有効性を高めるポジティブな要因である。

反面、特筆される問題は発生していないが、NHSOでプロジェクト・マネージャーを務

める中心人物の交代が行われるなど、主要なカウンターパートに変更が発生したほか、

NHSOのカウンターパート3名が退職したことは、プロジェクトの一貫したマネージメン

トという点においては、影響を与えた。

４－１－３　効率性

日本人専門家およびカウンターパートに対する質問票調査の結果からは、日本およびタイ双

方によって行われた投入は全般的に適切であり、プロジェクトの実施において有効に活用され

ていることが確認されている。質問調査から確認される個別項目ごとの事情は以下のとおりで

ある。指摘されている個別の課題については、日・タイ双方により、ステアリング・コミティ

ーにおける協議、ロードマップの作成、タスクフォース・グループの形成等の方法により解決

のための努力と対処が行われてきた。それらの行動を通じてプロジェクトの効率的な方向づけ

が行われ、効率的なプロジェクト成果の産出に貢献していると評価できる。

（1）アウトプットは投入と活動に見合っているか

日本人専門家およびカウンターパートに対する質問票の回答等から、本プロジェクトに

対する投入は効率的に使用され、実施された活動はアウトプットの産出に貢献していると

認められる。

（2）投入の量、質、時期は適切か

＜日本人専門家の専門分野、質、人数、派遣時期＞

カウンターパートの大部分は日本人専門家の専門分野、質、人数、派遣時期は適切であ

ったと評価している。他方カウンターパートの一部からは、専門家の技術移転能力につい

て改善を望む意見も認められている（回答総数：長期専門家について＝35名、短期専門

家について＝33名、改善を求める回答は双方とも6名）。

＜資機材の内容、量、時期＞

日本人専門家およびカウンターパートのほとんど全員が、投入された資機材の内容、量、

質、時期は適切であったとの評価を行っている。終了時評価ミッションの現地調査実施中

において、PHOに投入された機材が支障なく稼動していることが確認された。

＜カウンターパート研修の分野、人数、期間、派遣時期＞

過半数のカウンターパートが研修は適切であったと評価している。反面、一部カウンタ
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ーパートからは、研修の時期とシステムのハードウエア、ソフトウエアの設置時期に適切

でない部分があったことが指摘されている。初年度における IT研修の時期が遅れたため、

パイロットプロジェクトのためのソフトウエア開発に間に合わなかった事実が述べられて

いる。その他の指摘として、研修参加者のなかに実際のプロジェクトの活動に直接的には

関与が少ない職員も含まれていることが言及されている。以上の意見が出てきた背景には、

NHSOの能力強化という本プロジェクトのプロジェクト目標から、今後、組織内で医療保

険システム構築に間接的にも関与しうる人々も含まれていたことに対し、プロジェクト関

係者内の理解が統一されていなかったことが考えられる。

＜カウンターパートの人選、人数、配属、能力＞

多くのカウンターパートが人選、人数、配置、能力等は適切であったと評価しているが、

他方では、人数および配属について改善の余地があるとの意見も聞かれた。ほとんどすべ

てのカウンターパートが他の職務との兼任状態であり、プロジェクトに専念ができなかっ

た等が指摘されている。また、プロジェクト開始当初においては、プロジェクトの目的お

よびカウンターパートとしての責任範囲が明確に理解されていないといった問題があった

という指摘もある。

＜トレーニングおよび会議の内容、量、施設、実施時期＞

ほとんどすべてのカウンターパートがこれらの項目は適切であったと評価している。

＜予算＞

過半数のカウンターパートが予算は適切に確保されたとしている。一部のカウンターパ

ートは、プロジェクト3年目の今年度においてタイ政府がNHSOの予算を縮小しているこ

とに関する懸念を表明しているが（回答総数34名中7名）、本プロジェクトに対する必要

な資金手当てについて、タイミング、投入量ともにおおむね適切になされているとみられ

る。

（3）アウトプット達成の促進、阻害要因

アウトプット促進の要因としては、タイ政府による強いコミットメントと政策の一貫し

た継続性、カウンターパートのコミットメントと能力の高さ、およびタスクフォースによ

る活動の管理ならびにロードマップに基づくプロジェクトの実施が円滑なる進捗に貢献し

ているとの評価が認められる。

他方、特筆される問題を惹起したものではないが、多少影響があった阻害要因としては、

カウンターパート人材の移動およびプロジェクト当初、プロジェクトの目的と活動に関す

る理解が不十分であったこと等が指摘される。プロジェクト目標と活動に関しては、特に

他の関連業務との関係の理解において混乱が生じ、プロジェクト当初においては、プロジ
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ェクトの取り組み姿勢、活動の進捗に影響したとみられる。また、健康上の理由により

「医療保険行政事務」長期専門家が4カ月間不在となる時期があったこと、JICAと

JICWELSの委託契約の遅延等により ITコースの実施時期が遅れたことも、技術移転活動

の進捗に影響を及ぼした。

４－１－４　インパクト

本プロジェクトのインパクトは以下述べるとおりすでに発現している。

（1）上位目標の達成状況

上位目標は近い将来達成が見込まれている。プレー県およびその他6県が2006年3月に

行政事務および登録マニュアル適用を始めることが予定されており、プロジェクト期間の

終了までには全国すべての県がこれらのマニュアルを採択することが予想される。

本プロジェクトは新しい医療保険情報システム（データセンター・プロジェクト等）の

下での登録システム開発に貢献し、今後政府が進める新システムに統合され、発展するこ

とが見込まれる。

（2）その他のインパクト

本プロジェクトを通して培われたNHSO職員の行政事務およびシステム開発管理手順に

関するワークスタイルは、今後のいかなる情報システムの構築および運営にも生かされて

いくところと認められる。

また、本プロジェクトの派生的なインパクトとして、NHSOの主要カウンターパート部

局であった IT部が本プロジェクトで培った知見を生かして、他の部局に先駆けて2005年

12月に ISO90013の認証を取得したことが挙げられる。本プロジェクトにおける開発は

ISO9001が認める手続きと重なる部分があり、認証の取得を促進する要因として寄与した

と認められる。

（3）上位目標達成の促進、阻害要因

政府が進めるデータセンター・プロジェクトはコントラクターのパフォーマンス上の問

題が原因でソフトウェア開発とハードウエアの設置に遅延が発生した。データセンター・

プロジェクトの遅延は本プロジェクトの上位目標である全国展開の時期に影響を及ぼすこ
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3 ISOは、International Organization for Standardization（国際標準化機構）の略で、ISO9001は同組織が国際標準モデ
ルとして制定する「品質マネージメントシステム」を指す。この認証を受けた組織は、ISO9001に定められた国際標
準の組織マネージメントを行っていることが示される。例えば、業務手順としてのPlan、do、check、actのPDCAサ
イクルのプロセスアプローチの概念は ISO9001のモデルである。



とが懸念される。

同様に、一般的な通信インフラの整備が遅れるといった事態（特に農村部等）が発生す

る場合においては、本プロジェクトの全国展開を含めたデータセンター・プロジェクト全

体の進捗に影響が及ぶこととなる。

プロジェクトに内在する要因としては、データセンター・プロジェクトに従事するカウ

ンターパートが本プロジェクトで蓄積した経験を上手く同プロジェクトの実施に反映でき

るかがプロジェクトの成否にとって重要な要素となる。

４－１－５　自立発展性

（1）制度・政策面

30バーツ医療制度による国民皆保険制度推進の概念は「国民健康保障法 BE2545

（AD2002）」で確立されており、現在政府が起草作業中の「第10次経済社会開発5カ年計

画」において踏襲されるところと理解される。現政権は30バーツ医療制度を効率的に運

営することについて優先度を高くおいた支援を進めている。同制度の受益者やその他の関

係者である病院やヘルスセンターなどもスキームを支援している。政策面における自立発

展性は非常に高いと判断される。

（2）組織・財務面

NHSOは将来、各地域事務所における職員数の拡大を計画している。情報システムの導

入初期においては、技術部門、運営管理部門ともに一時的な追加労働の負担が生じること

が予見されるが、カウンターパートに対する質問票調査の結果においては、MOPHおよ

びNHSOからの回答総数のうち、約69％の職員については本プロジェクトに対するコミ

ットメントを表明、現場における意識の浸透がある。

質問票調査の結果によると、71％の回答者が政府からの財政的支援は継続されると考え

ているが、反面、他のカウンターパートは本年度における予算縮小の影響と将来について

懸念を表明している（回答総数34名中8名）。新医療保険システムがフルに運営される段

階においては医療保険システム運営に係るコスト効率が改善することが期待される。

（3）技術面

本プロジェクト実施を通してカウンターパートは各自の能力を向上させ、行政管理とシ

ステム開発の手順に通暁することの重要性を認識するに至っている。本プロジェクトは

MOPHおよびNHSOに配属されている枢要な職員を含めており、彼らは組織内の他の職

員へ技術移転を行った。これらの職員が継続してプロジェクトに従事することを前提とす
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れば、パイロットシステムの成果を踏襲した新システムは円滑に実施運営され、将来の拡

大につながるところと認識される。

カウンターパートからの回答によれば、NHSOについては回答者の約8割、プレー県

PHOについては回答者の約7割が自立発展のために十分な能力を具備していると認めてい

る。プレー県保健事務所、病院、ヘルスセンターの技術も今後トレーニングを通じて継続

的に技術を向上させていくこととで自立的に運営されていくとみられる。

（4）その他自立発展性に影響を与える要因

本プロジェクトは以下のような項目について推進されることにより、ポジティブな影響

が期待される反面、推進されなくなった場合においてはネガティブな影響が派生すること

が想定される。

・医療保険制度の手続きの改善が医療保険に関係する機関のすべてによって支持されるこ

と

・プロジェクトに従事する技術、管理部門の各職員の責任・権限が明確化されること

・新プロジェクト（データセンター・プロジェクト）の運営が軌道に乗るまでの間、中央

と地方政府の間で情報を共有すること、ならびに両者が共同でモニタリングと評価を実

施すること

４－２　結論

本プロジェクトはタイ政府の現行および将来の開発計画ならびにわが国のODA政策の双方に

おいて高い妥当性を有する事業である。プロジェクト目標はほぼ達成されており、プロジェクト

の有効性は高い。プロジェクトに対する投入と活動はおおむね効率的に使用、推進されており、

プロジェクトの効率性の高いことも合わせて確認されている。活動に若干の遅延を見た点もあっ

たが、プロジェクトは問題を最小限に抑えるよう尽力した。カウンターパートに選定された

MOPHおよびNHSO職員は新たなる挑戦に応える能力を体得し、業務へ適用されていることか

ら、プロジェクトのインパクトも非常にあると見込まれる。本プロジェクトは政治、組織、財務、

技術の各側面について非常に高い自立発展性を備えていると予測できる。以上により、本プロジ

ェクトは成功であると結論づけられる。

プロジェクト上位目標の達成は、タイ政府ならびに関係機関による継続したコミットメントを

前提とすれば十分に達成が可能と期待される。パイロット・プロジェクトを通じて蓄積された

MOPHおよびNHSOの経験は貴重な資産であり、新システムの全国展開において有効に活用さ

れることが期待される。

－26－－26－－26－－26－－26－－26－－26－－26－－26－－26－－26－－26－



第５章　提言と教訓

５－１　提言

本プロジェクトは、上述のとおり成功したプロジェクトであるといえるが、本プロジェクトの

成果をより発展させるため、保健省、NHSOに対し以下の提言を行った。

（1）オンライン登録制度のメリットを整理・分析

プロジェクトを通じて、保健省、NHSOはオンライン登録制度構築に関する知見を蓄積す

ることができ、また、オンライン登録制度自体の有効性が確認された。保健省、NHSOは、

今後、登録率向上や重複登録減少などの制度改善に、この知見を活用することが望まれる。

（2）プロジェクト成果のタイ政府独自の保健医療セクター改革への貢献の確認

プロジェクト成果を組織内で定着させる観点から、JICAプロジェクトと、タイ政府独自

の新しい医療保険制度（データセンター・プロジェクト）との関係、特に JICAプロジェク

トの貢献を整理し、組織内で広く共有することが望まれる。

（3）プロジェクトで翻訳・提供した資料の有効活用

プロジェクトでは、医療保険制度に関連する、制度・法律・実施・運用に関する多種の資

料を翻訳し、カウンターパートに提供した。これらの資料は、今後保健省・NHSOが独自に

医療保険制度に関連する制度を構築しシステムを開発する際に有用な情報であるため、有効

活用することが望まれる。

（なお、保健省・NHSO内以外の関連組織への配布などは、4月現在、原著作権者に確認

中。）

５－２　教訓

他の類似プロジェクトの実施、運営管理に参考となる事項として、以下が挙げられる。

（1）プロジェクト運営方法・技術移転の内容

・本プロジェクトでは、人材育成のための各種活動、マニュアル作成等の支援を行う一方、

同時並行的にパイロットプロジェクトとしてパイロットシステムの構築を実施した。この

ことにより、カウンターパートは習得した知識・理論を同時並行的にパイロットプロジェ

クトに試行錯誤をしつつ適用することができ、いわばOJT的な指導を行うことができ、効

率的な技術移転ができた。こうした手法が、カウンターパート機関の能力の高さと相まっ

て、プロジェクト目標の早期達成にきわめて有効に機能した。

・本プロジェクトは、NHSOが迅速に医療保険制度にかかる課題に対応できるようになるた
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めには、効率的な業務運用スキルを習得することが必須と考え、一般的には技術移転や本

邦研修の項目としては含めない事項（会議運営、議事録作成の手法等）についても、その

必要性を柔軟に判断し、本邦研修において重点的に実施した。これらの柔軟な運用はカウ

ンターパート組織のニーズに合致し、キャパシティ・デベロプメントに大きく寄与したと

ともに、プロジェクトの他の技術移転を受け入れる素地を作った。また、本邦研修で先進

的な医療機関における統合医療情報システムを視察したことは、将来のタイにおける医療

情報システムのビジョンを共有することに貢献した。

このように、特にキャパシティ・デベロプメントを主要な目標とするプロジェクトにお

いては、プロジェクトの運営方法・技術移転の選定において、ターゲットグループのニー

ズに応じて柔軟に対応することが有益である。

（2）キャパシティ・デベロプメントの指標（今後の課題）

本プロジェクトは、組織・人材のキャパシティ・デベロプメントを目標としていたが、そ

の成果・達成度を測る指標は必ずしも明示していなかった。キャパシティ・デベロプメント

の協力はハード面での協力に比べ、その達成度を客観的・定量的に測ることが難しいことか

ら、進捗・達成に関する指標を早期に設定してモニタリングを行うことが重要となる。類似

プロジェクトにおいては、プロジェクト開始後早期の段階で、この点について関係者間で理

解し、適切な指標が設定されることが望まれる。

（3）対象政府独自の政策や改革と同時並行的に進められるプロジェクトの留意点

本プロジェクトは、立ち上げ当初から、タイ政府独自の医療保険制度改革の大きな流れの

一端を担うプロジェクトであることが確認されていた。一連の改革のなかでも、根幹的な分

野、改革の方向性の転換や政権交代等の不測事態においても揺るぐことのない分野が協力対

象として選定されたが、本プロジェクトの実施においては、改革に関する動向把握・情報収

集や、カウンターパートとの意見交換を行うことが期待されていた。

しかしながら、このような認識は担当者や専門家が交代するなかで、関係者間で意識され

なくなった。結果、プロジェクト運営においては、上記の認識があれば当然行うべきであっ

た、データセンター・プロジェクトなどのタイ側の医療保険制度改革の動向についての情報

収集やカウンターパートとの意見交換を積極的には行わなかった。結果としてプロジェクト

の成果達成に影響はなかったものの、事前にデータセンター・プロジェクトの全体的な方針

や具体的な進捗をタイムリーに把握しつつプロジェクト実施を行えば、より大きなインパク

トを与えられたかもしれず、この点が反省点として挙げられる。

同様の状況にあるプロジェクトにおいては、このような留意事項が JICA側担当者や専門
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家が交代しても継続して引き継がれるよう、専門家TORに含めるか、PDMやPO等、日常

的にプロジェクトおよびカウンターパートが参照する文書に記載することが重要と思われ

る。
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別　添　資　料

１．調査日程

２．ミニッツ

３．PDM（最終版：2005年1月改訂）

４．Plan of Operation（2005年3月時点）

５．活動実績

６．関係機関組織図

７．データセンター・プロジェクトについて

８．実績

８．１．専門家派遣実績

８．２．国別研修（カウンターパート研修）実績

８．３．供与機材リスト

８．４．現地業務費実績

８．５．プロジェクトで翻訳・提供した資料

８．６．カウンターパート配置実績

８．７．タスクフォースメンバーリスト

８．８．タイ側予算、経費実績

８．９．タイ側提供施設、機材

９．評価グリッド

10．質問票、質問項目など

11．質問票集計結果

12．団員所感
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